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第３４回秋田地本定期大会で 
 

 

 

 

 

ＪＲ東労組本部は、「安全・健康・ゆとり・働きがい」を確保できる「乗務員

勤務制度の見直し」並びに「賃金制度の改正」の実現に向け、解明交渉４

回、基本交渉３回を積み上げてきました。団体交渉以降、職場においても

繰り返し議論され、組合員の関心が高い事案です。８月９日には JR東労組

本部運輸車両部会主催の集会が約 600 名の結集で開催されています。今

制度の見直し・賃金制度改正は組合員の関心の高さと事案の重みを労使

共通認識とし、乗務労働の特殊性を堅持し、安全確保と技術・技能継承を

維持できる施策目指し、下記の項目で本社に申し入れを行っています！ 
 

１． 乗務労働の特殊性を堅持し、全ての短時間行路対象者に対して乗務員勤務 

制度を適用すること。 

２． 支社企画部門の業務を確実に遂行できる環境を確保すること。 

３． 支社企画部門社員が短時間行路に乗務する場合、転入者同様の見極めを行

うこと。 

４． 支社企画部門社員の短時間行路の乗務については、午前中の乗務を基本とす

ること。 

５． 当務主務の主たる業務は当直業務とし、当直業務が確実に遂行できる環境を

確保すること。 

６． 指導担当が現行担っている添乗指導、教育・訓練等の人材育成に関する業務

が確実に遂行できる環境を確保すること。 

７． 各地方の短時間行路の運用については、職場の状況に応じた運用とすること。 

８． 事案の重みを労使共通認識とし、検証した上で議論をすること。 

９． 移動する列車に拘束され、安全・正確という輸送の大前提を全うするため、行

先地において乗務待機している実態は今制度見直し以降も変わらないため、

行先地における手当を支給すること。 

 


